
第50回サステナビリティ基準委員（SSBJ）
での審議の概要

2025年3月19日開催

2025年3月25日

第50回の審議では、SSBJ基準の公表（2025年3月5日公表）を受けて、SSBJ基準とISSB基準の差異の一覧及び項番対

照表の公表や、SSBJ基準適用の参考となる補足文書の公表等が審議されました。

【第50回SSBJで審議された事項】

審議事項

(1) サステナビリティ基準諮問会議からの報告（審議事項C1）

(2) サステナビリティ関連情報のアップデート（参考資料1－1、1－2、1－3、1－4）

(3) SSBJ 基準の導入支援（審議事項A4-1、A4-2） (※1)

(4) 補足文書の検討（審議事項A3）

(5) IFRS財団公開草案「IFRS財団『デュー・プロセス・ハンドブック』の修正案」への対応（審議事項B31-1、B31-2)（※1）

(6) 委員会の運営について（審議非公開）（審議事項C2）(※1)

(※1) 審議事項A4-1、A4-2、B31-2、C2については、資料は非公開

報告事項

(1) 2025年2月サステナビリティ基準アドバイザリー・フォーラム（SSAF）の報告（報告事項B11 ）

審議事項

(1) サステナビリティ基準諮問会議からの報告（審議事項C1）

2025年3月17日に開催された第 9 回サステナビリティ基準諮問会議の概要について、サステナビリティ基準諮問会議の岸

田議長より報告がなされ、審議が行われました。

(2) サステナビリティ関連情報のアップデート（参考資料1-1、1-2、1-3、1-4）

2025年2月12日に、金融審議会「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」（第1回）が開催され、サステナビリ

ティ保証制度及びサステナビリティ保証業務実施者に求められる規律の在り方等について議論が行われました。これにつき、

金融庁企画市場局企業開示課定本課長補佐より、審議の状況について説明がなされ、意見交換が行われました。

(3) SSBJ 基準の導入支援（審議事項 A4-1、A4-2）

SSBJ事務局より、SSBJ基準の導入支援のため、SSBJ 基準と国際サステナビリティ基準審議会（以下「ISSB」という）が公

表したサステナビリティ開示基準（以下「ISSB基準」という）の差異の一覧及び項番対照表を公表する（※２）ことにつ

いて説明がなされ、以下の資料について審議が行われました。

① SSBJ 基準と ISSB 基準の差異の一覧（審議事項 A4-1）

② SSBJ 基準と ISSB 基準の項番対照表（審議事項 A4-2）

（※2）公表に当たっては、ISSB と相互に確認（confirm）したうえで、SSBJのウェブサイトで公表することを予定しています。
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【審議結果】

審議の結果、差異の一覧及び項番対照表を公表することについて了承が得られました。

(4) 補足文書の検討（審議事項A3）

SSBJ事務局より、ISSBが公表したISSB基準に関する付属ガイダンス並びに教育的資料（以下「教育的資料等」という）に

ついて、SSBJ基準の補足文書として公表する（※３）ことについて説明がなされ、以下の教育的資料等について審議が行

われました。

(1) IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」（以下「IFRS S1号」という）に関する付

属ガイダンス

(2) IFRS S2号「気候関連開示」（以下「IFRS S2号」という）に関する付属ガイダンス

(3) 教育的資料「気候関連のリスク及び機会の自然及び社会的側面」

(4) 教育的資料「IFRS S1 号における要求事項を満たすための『SASB スタンダード』の使用」

(5) 教育的資料「現在の及び予想される財務的影響」

(6) 教育的資料「サステナビリティ関連のリスク及び機会、並びに重要性がある情報の開示」

(7) 教育的資料「IFRS サステナビリティ開示基準におけるプロポーショナリティのメカニズム」

（※3）SSBJは、基準を適用した結果として開示される情報が国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとなるように

することを意図して基準開発を行っています。そのため、ISSBが公表する教育的資料等のうち、ISSB基準の適用にお

いて参考となるものについて、SSBJ基準の適用に当たり参考にできるように、SSBJの了承を得たものをSSBJの補足文

書と位置付けることとしています。

【審議結果】

審議の結果、補足文書を公表することについて了承が得られました。

(5)  IFRS財団公開草案「IFRS 財団『デュー・プロセス・ハンドブック』の修正案」への対応（審議事項B31-1、B31-2）

SSBJ事務局より、IFRS 財団が公表した公開草案「IFRS 財団『デュー・プロセス・ハンドブック』の修正案」（コメント期限：

2025年3月28日）への対応（※4）について説明がなされ、以下の資料について審議が行われました。

① 公開草案「IFRS 財団『デュー・プロセス・ハンドブック』の修正案」への対応（審議事項 B31-1）

② 公開草案「IFRS 財団『デュー・プロセス・ハンドブック』の修正案」に対するコメント・レターの文案（審議事項 B31-2）

（※4）多くの提案はIASB及びISSB に共通のものとなっていることから、SSBJ及びASBJそれぞれにおいてコメント・レター提出

の了承を得たうえで、SSBJ及びASBJ の連名でコメント提出することを提案。

【審議結果】

審議の結果、事務局の提案が基本的に支持されました。

(6) 委員会の運営について（審議非公開）（審議事項C2）

SSBJの 2025年度の事業計画（案）及び予算（案）について、財務会計基準機構（以下「FASF」という）の岩間事務

局長及び中條常勤委員より説明がなされ、審議が行われました。

【審議結果】

審議の結果、当事業計画案及び予算案をFASF理事会に提出することとされました。

報告事項

(1) 2025年2月サステナビリティ基準アドバイザリー・フォーラム（SSAF）の報告（報告事項B11）

SSBJもメンバーとして参加したISSB の諮問機関であるサステナビリティ基準アドバイザリー・フォーラム（SSAF）（2025年2月

18日にモントリオールにて開催）の概要について、報告が行われました。
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サステナビリティ開示・保証の最新規制動向

日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ情報の開示・保証の規制に関する最新動向を
取りまとめています。

参 考 ： 第50回サステナビリティ基準委員会の概要｜サステナビリティ基準委員会

 

関連記事： 第49回サステナビリティ基準委員会（SSBJ）での審議の概要

第48回サステナビリティ基準委員会（SSBJ）での審議の概要

第47回サステナビリティ基準委員会（SSBJ）での審議の概要
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